
ＮＨＫ経営委員会委員に長谷川三千子氏を再任することに抗議する

声明                        ２０１９年１１月２５日 

                          放送を語る会 

 

 来る１２月１０日、ＮＨＫの最高意思決定機関である経営委員会の３名の委

員の任期が終了する。 

伝えられるところによれば、政府が国会に提示した後任の委員候補の中に、

現在２期目の長谷川三千子氏の再任が含まれていることが明らかになった。 

この国会同意人事の方針に、当会として強く抗議し、撤回を求める。 

また、衆参国会議員各位には、長谷川委員の再任に同意されないよう要請す

るものである。 

 

２０１４年初頭から、当会を含む全国の視聴者団体、市民団体が、籾井会長

の罷免要求と共に、当時の百田尚樹委員と、長谷川委員の罷免を要求して署名

運動を展開した。 

署名は数万筆規模に達したが、この市民要求は無視され、長谷川氏は２期６

年にわたって経営委員を務めた。今回再任されれば異例の３期９年間、ＮＨＫ

経営委員会に留まることになる。 

 

かつて、視聴者団体が長谷川氏の罷免を求めたのは、氏の経営委員としての

適格性につよい疑念を抱き、放送法の精神からいって、経営委員にふさわしく

ないと判断したからであった。この状況は基本的に変わっていない。 

 

長谷川氏の典型的な政治的主張は要旨つぎのようなものであった。 

 「日本の国柄というのは、本来、国民が天皇のために命を捧げる、そういう

国体である。（「三島由紀夫・森田必勝両烈士四十三年祭」講演より。2013

年 12 月２日 動画サイト「チャンネル桜」） 

 

「天皇が国民の安寧を願って、そのために全力を尽すという、日本型民主主

義はそういう国体の形で支えられている。帝国憲法(明治憲法)がこんなにいい

ものなんだ、日本国憲法なんていうものに変える必要がないんだと思えてき

た。」（2012 年 2 月 16 日「チャンネル桜」） 

 



極右的な姿勢の哲学者として知られる長谷川氏が、思想信条の自由に基づい

て、どのような言論・表現活動を行おうとも、それは自由である。しかし、い

かなる政治信条の持ち主が経営委員にふさわしいか、ふさわしくないかは、独

自に判断され、視聴者市民の批判と検証にさらされる必要がある。 

 

放送法は、その目的を、「放送に携わる者の職責を明らかにすることによっ

て、放送が健全な民主主義の発達に資するようにする」（第１条）と定めた。 

「放送に携わる者」である経営委員も、健全な民主主義の発達に資するべき

人間でなければならない、ということがここから導かれる。 

そう考えたとき、「日本の国柄は、国民が天皇のために命を捧げる国体」と

公言し、現行憲法の国民主権を否定する人物が、「健全な民主主義の発達」に

資する人物かどうか、重大な疑念がある。 

 

また、放送法は、もう一つの目的として、「放送の不偏不党と自律を保障し

て、放送による表現の自由を確保すること」をあげている。特定の政治勢力の

放送への影響、圧力を防ぐのも、この法律が目指していることである。 

ところが、長谷川氏は、経営委員に就任したとき「安倍晋三総理大臣を求め 

る民間人有志の会」の代表幹事であった。就任直後のある院内集会では、ＮＨ

Ｋ経営委員であることを明らかにしたうえで、「私は安倍晋三応援団です」と

公言している。 

放送法が保障するとした放送の不偏不党性にとって、こうした人物が今後一

つの脅威となる可能性は否定できない。 

 

2013 年に任命された長谷川氏を含む 4 人の経営委員は、いずれも安倍総理大

臣に近い人物と報じられた。それ以後も、経営委員会には政権に近いとみられ

る人物が次々と送り込まれてきている。 

長谷川氏の再再任は、安倍政権のＮＨＫ経営委員会に対する永年の姿勢を典

型的に示し、強化するものと言わなければならない。 

以上のことから、氏があと3年間ＮＨＫ経営委員会にとどまる再任人事には、

改めて強く反対の意思を表明するものである。 


